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第７次「活動推進計画」
（ア ク ショ ン プラ ン ）

令和３年度から 3 カ年の重点活動方針

令和３年 3 月

社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会

一人ひとりが大切にされ ともに支え合うまち
をめざして
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Ⅰ 第７次活動推進計画（アクションプラン）の策定にあたって

１ 第７次活動推進計画の趣旨

（１）社会福祉をめぐる動向

○社会的背景
我が国は急速な少子高齢化などにより、世界に例のないスピードで人口減少が進み、社会・

経済構造が大きく変化してきています。その変化は私たちの日常生活にも影を落とし、これま
で培われてきた家庭・地域・職場などで支え合いの基盤が弱まったことにより、地域等とのつ
ながりから分断された『社会的孤立』の状況におかれる方々が増えてきています。また、介護
・認知症・子育て・障害・虐待・ひきこもりといった今日的問題などが複雑・多様化するとと
もに、個人や世帯において複合化するなど、深刻な状況にあります。

一方、令和 2（2020）年世界を席巻した新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ禍とい
う。）の影響を受け、我が国においても失業・休職する方々が増えるとともに、ひとり親家庭、
非正規労働などで生活に困窮する方々が顕在化したことにより、地域における暮らしの課題
は一層深刻化しています。国においては、特別定額給付金や持続化給付金などの給付により国
民生活を支えるとともに、生活福祉資金貸付制度としての緊急小口資金等特例貸付により当
座の生活資金を貸付け、また居住確保としての住居確保給付金の支給等の支援を行っていま
す。しかしながら、コロナ禍の終息が見えない状況のもと、生活再建への道程は厳しく、生活
に困窮する方々への更なる支援が求められています。

他方、コロナ禍を契機として、感染拡大を予防する観点から、買い物、食事、公共交通機関
の利用など生活慣習が変化し、またテレワーク、ローテーション勤務・時差出勤など新たな働
き方が導入されるなど、「新しい生活様式」が取り入れられた生活スタイルが定着しつつあり
ます。

また、2015 年９月の国連サミット（国連加盟国 193 カ国）において採択された『SDGs（持
続可能な開発目標）』では、よりよい世界を目指す国際目標として 17 の目標を掲げ、2016
年から 2030 年の 15 年間の取組が進められています。特に福祉の分野に関連しては、「貧困
をなくそう」「すべての人に健康と福祉を」「住み続けられるまちづくりを」「ジェンダー平
等を実現しよう」などの目標を掲げ、その達成により、誰一人取り残さない包摂の社会づくり
を目指すものとなっています。

○地域共生社会の実現に向けた具体的な施策展開
  平成２８（2016）年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、地域

のさまざまな人たちが役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる「我が事・丸ごと」
地域共生社会の実現が位置付けられ、平成２９（2017）年 5 月、社会福祉法の改正を含む「地
域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し、包括的支
援体制整備が位置付けられるなど、地域共生社会の実現に向けた工程が示されました。

  その後、令和２（2020）年６月に、「地域共生社会実現のための社会福祉法等の一部を改
正する法律」が成立し、地域共生社会の実現に向け、地域住民の複雑化・複合化したニーズに
対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援として、「断らない相談支援」「参加支援」
「地域づくりに向けた支援」を目的とする「重層的支援体制整備事業」が創設されたほか、社
会福祉法人を中心とする「社会福祉法人連携推進制度」が新たに導入されました。
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○奈良県域地域福祉計画（H31～R3）との連動
県では、現「奈良県域地域福祉計画」が令和３（2021）年度で終了することを踏まえ、令

和４（2022）年度を始期とする次期「奈良県域地域福祉計画」の策定が予定されています。
本会では、これまでから県の「県域地域福祉計画」に先駆けて次期計画を策定しており、民間
の社会福祉の現状・実践、意見などを踏まえた提案等を行っています。今後も「福祉の奈良モ
デル」の推進を目指し、県計画と県社協計画が連動しながら、奈良県の地域福祉施策等の充実
・発展を図ることとしています。

（２）社会福祉法人奈良県社会福祉協議会「第７次活動推進計画」策定の基本方針

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的として、様々な事業
や活動を全国各地で展開しています。

元来、社会福祉協議会は、３つの性格を持っており、①話し合う（協議体）＝地域の福祉関係者
等と地域の福祉課題を共有し解決策を協議する、②実行する（事業体）＝課題に対する具体的な事
業・活動を実施する、③働きかける（運動体）＝関係機関等への提言、住民・関係者等へ啓発し協
働する、その３つの機能をバランスよく発揮することで、地域福祉を推進しています。近年は、②
事業体としての側面が強くなり、①協議体、③運動体機能が脆弱になるという傾向があります。

そこで、本会では、第５次計画の始期から、特に①の協議体機能の強化に取り組み、県域のネッ
トワークを活かして、様々な地域課題に対する協議の場づくりを進めてきました。また、前計画の
第６次計画では、③の運動体機能を強化し、協議の場から具体的な活動や仕組みを、多様な主体と
の協働によって生み出していく機能を充実してきました。

今回の第７次計画では、第６次計画を継承しながら、福祉の領域を超えた多様な領域の主体との
協働により③の運動体機能をより拡充していくことを目指しています。

また、基本的な方針として、「社会的包摂」を中心的な価値と位置づけ、全ての事業・活動がそ
こへつながっていくよう取り組むこと、そのために、福祉関係者との協働を基盤に、自ら主体的に
行動して地域の福祉力の本質に迫り、多様な主体とともに新たな実践を生み出しながら、「地域共
生社会の実現」を目指すことを役割とします。

２ 第７次活動推進計画の期間と構成
  
（１）計画の期間

この計画は、「地域共生社会の実現」に向けて、地域福祉を着実に推進できるよう、奈良県
社会福祉協議会が法人としての社会的使命と責任を果たしていくための計画であり、特に重
点的に推進する活動・事業を念頭におき「３か年プラン（令和３年度から令和５年度まで）」
として策定しました。

なお、社会情勢の変化等に柔軟に対応できるよう、毎年次それぞれの取組について進捗の確
認と実施事業の見直しを行います。特に令和４年度から展開予定の次期「奈良県域地域福祉計
画」との連動が重要であることから、必要に応じこの計画の修正を行うこととしています。

（２）計画の構成
◇目標とする地域像＝奈良県社会福祉協議会が目標とする「地域像」のイメージを設定しまし

た。
◇活動目標＝期間（３年間）の『活動（アクション）目標』を設定しました。
◇計画に取り組む上での視座＝計画に取り組む上での基本的な姿勢や方向性を整理しました。
◇重点活動方針＝特に重点的に取り組む事項（事業や活動）の基本的考え方を整理しました。
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◇推進項目＝重点活動方針ごとに推進する事業の「柱」を明確にしました。
◇活動内容＝推進項目に基づき３年間で実施する事業の具体的な方針や内容を示しました。
◇到達目標と評価指標＝３年後に達成すべき成果や到達すべき目標を明確にするとともに、段

階的な取り組みを示しました。また、それぞれの活動等を評価するた
めの指標を設定しました。

◇第６次活動推進計画の進捗状況＝第６次活動推進計画（平成３０年度～令和２年度）の進捗状
況を整理し、今後の活動課題を明らかにしました。
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Ⅱ 第７次活動推進計画（アクションプラン）の概要

○地域福祉のビジョン「地域共生社会の実現」に向けて、奈良県において着実に地域福
祉を推進できるよう、法人としての社会的使命と責任を果たしていくための計画であ
り、３か年プランとする

１ 目標とする地域像

「一人ひとりが大切にされ ともに支え合うまち」

奈良県社協は、これまで「だれもが住みなれた地域で安心して暮らせる」を目標とす
る地域像と掲げ、諸活動を展開してきました。第６次活動推進計画を継承し、より今日
的でイメージしやすい言葉で、目標とする地域像として「地域共生社会の有り様」を表
現しています。

２ 『地域福祉の真価を発揮する』

コロナ禍により、流動的で不確実な社会状況が続くなか、「つながり、支え合う」こ
とや、「多様性を認め合い、一人ひとりが大切にされる」ことの真価が改めて問われて
います。

奈良県社協は、今こそ、福祉関係者との協働を基盤に、自ら主体的に行動して地域の
福祉力の本質に迫り（深化）、多様な主体とともに新たな実践（進化）を生み出しなが
ら、「地域共生社会の実現」を目指します。

３ 計画に取り組む上での「視座」

Ⅰ．「社会の変化を読み解き」、常に先にある社会的な課題を考えます。
Ⅱ．「実践者として自ら行動」し、「地域福祉の新しい協働の波」を起こします。
Ⅲ．実践の振り返りと検証を重ね、「計画的で着実な地域福祉」を展開します。
Ⅳ．県行政との信頼関係を基盤に、「市町村の地域福祉施策への支援」に力を注ぎます。
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４ 重点活動方針展開の構図

５、県社協の組織・経営基盤の充実・強化

１、誰もが参加の機会と役割の
ある支え合う地域づくりの推進

２、暮らしのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄとしての総
合相談・生活支援活動の推進

４、地域生活を支える専門性の高い福祉サービスの充実と人材育成・定着支援

３、地域の生活課題に対応する
活動や仕組みの開発

地域共生社会の実現

３か年の活動目標

計画推進の視座

＊重点活動方針 展開の構図＊
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Ⅲ 重点活動方針と推進項目

◎重点活動方針 Ⅰ

誰もが参加の機会と役割のある支え合う地域づくりの推進
  

県社協は、誰もが参加の機会や役割を持って暮らしていくことのできる「住民が主役の地域づ
くり」を推進します。

また、暮らしにくさを抱えた人を含めて全ての人が認め合い、ともに支え合える地域社会の実
現に向けて、福祉理解を広げ、多様な地域活動支援を進めていきます。
さらに、多様な主体と連携・協働して、災害にも強いまちづくりに取り組みます。

＜推進項目＞

１ 支え合う福祉コミュニティづくりの推進

(1)地域の福祉力を高め、住民主体の支え合いのまちづくりを支援します。
(2)とりわけ、身近な地域での支え合い（小地域福祉活動）をさらに普及し、地域振興の

動き等とも連携して居場所や見守りのある地域づくりの促進をめざします。
(3)市町村社協や民生委員・児童委員をはじめ、地域を取り巻く関係者と連携し、支え合

いのまちづくりを推進します。

〈取り組み項目〉
①分野を超えた多様な「福祉的地域活動」や、コロナ禍での新たなつながり方を集約・

発信する
②地域の居場所としてのこども食堂を拡充（こども食堂サポート事業）する
③多様な地域活動を研究し、福祉活動実践の可能性を広げる

【評価指標】
◎狭義の「福祉」概念から脱却し、多様なつながり合い・支え合い活動を広げる。

【評価指標】
◇小地域福祉活動数（R2→R5：1.2 倍）
◇こども食堂協力企業数（R2→R5：3 倍）
◇こども食堂のある自治体数（R2→R5：39 市町村）
◇多様な活動事例発信
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※社会的包摂（ソーシャルインクルージョン）：誰もがその存在を大切にされ、社会とのつながりと周囲
からの承認を実感する中で、主体的な参加を進めることにより、ともに包み支え合うこと。

２ 福祉理解の広がりと住民参加の促進

(1)市町村行政や社協と協働しながら、福祉や生活課題の理解を広げ、社会的包摂（ソー
シャルインクルージョン）（※）に向けた活動を進めます。

(2)ボランティア活動等、多様な地域活動への参加機会の提供と、活動者支援の充実を図
ります。

(3)こどもから高齢者まであらゆる世代や、分野や領域を超えた主体が、社会貢献活動に
ついて興味を持ち、学び、参画できる場づくりに取り組みます。

〈取り組み項目〉
①市町村行政、市町村社協と連携・協働し、幅広い世代のボランティア・社会貢献活動

への参加促進と、ボランティア活動等の活性化支援を行う
②福祉やボランティアの関心につながる多様なきっかけづくり（入口デザイン）を試行

し、新たな活動者開拓と活動支援方策を生み出す
③高齢者の社会参加を通じた生きがい・健康づくりを支援し、活躍の場を提供する

【評価指標】
◎新たな若年層～シニア層の福祉・生活課題の理解者が増え、多様な地域活動の実践が

広がる。

【評価指標】
◇コロナ禍を踏まえた新福祉教育プログラムモデル実施（R3→R5：10 社協実施）
◇「ふくし」力アップ塾養成者数（R3→R5：６０名）
◇介護のお仕事入門研修（R3→R５：延べ 200 名）
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３ 地域共生社会の実現へ向けた地域福祉推進体制の充実

(1)地域共生社会の実現へ向け、地域福祉推進施策の展開を実践面から支援するととも
に、市町村社協と連携し計画化を促進します。

(2)地域福祉を推進するため、コミュニティソーシャルワークを実践する専門職のエリ
ア配置を促進します。

〈取り組み項目〉
①市町村域での地域福祉推進体制づくり（重層的支援体制整備事業等）を支援し、住民

と専門職が協働する支え合いのまちづくりの基盤を整える
②市町村域での地域福祉を推進する専門職としてのコミュニティソーシャルワーカー

の実践力を向上する

【到達目標】
◎市町村域での分野を超えた地域福祉推進体制が構築される。

【評価指標】
◇重層的支援体制整備事業の現場支援（６市町村域）
◇地域福祉活動計画策定数（R2→R5：39 市町村社協）
◇コミュニティソーシャルワーカー導入数（R2：６ → R5：12 市町村域）
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４ 災害時に対応できる仕組みの充実

(1)災害ボランティアの育成と発掘、情報発信力を強化します。市町村域での体制（受
援力）強化を支援し、災害時にも支え合う地域づくりを推進します。

(2)また、平時から多様な主体とつながり、連携・協働して、防災・減災への取り組み
と災害時の迅速かつ効果的な支援体制づくりに努めます。

(3)新型コロナウィルス等の感染症拡大の緊急事態も想定した支援体制づくりを行いま
す。

〈取り組み項目〉
①災害支援活動者を育成・発掘し、災害ボランティアの理解へ向けた情報発信を行う

コロナ禍を想定し、県内にて災害対応できる基盤整備を行う
②市町村社協に対し、マニュアル策定、行政と市町村社協の協定締結、災害ボランティ

アセンター設置・運営訓練の実施、ＩＣＴ活用など、コロナ禍を踏まえた災害支援体
制を強化する

③奈良防災プラットフォーム連絡会の運営を通じ、参画団体の拡充と災害支援連携体制
を強化する

【到達目標】
◎平時から顔の見える関係ができる。発災後、県内の団体同士が連携・協働し、コロナ

禍で外部支援が望めない状況でも県内自己完結型で災害支援活動が展開できる。

【評価指標】
◇市町村社協の災害支援マニュアル策定、行政との協定締結
（R2→R5：39/39 社協）
◇市町村社協の災害ボランティアセンター設置・運営訓練実施
（R2→R5：20/39 社協）
◇災害支援ネットワーク団体との情報共有会議訓練の実施（年 1 回）
◇連携強化・拡充のための研修会等実施（年 1 回）
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◎重点活動方針 Ⅱ

暮らしのセーフティネットとしての総合相談・生活支援活動の推進

県社協は、生活困窮や社会的孤立など、制度の狭間に陥りやすい方々を受けとめる包括的相談
体制の整備と地域生活支援の充実に取り組みます。

とりわけ、コロナ禍により深刻な生活課題を抱えた人が安定した生活を取り戻すことができ
るよう、継続した相談支援に取り組みます。

＜推進項目＞

１ 包括的な相談支援と地域生活支援の充実

(1)県、市町村行政や社協、民生委員・児童委員、関係機関等と連携し、生活困窮や社
会的孤立など、様々な暮らしづらさを抱えた人の相談を受けとめ、支援を展開します。

(2)県内自治体との広域連携や、多様な主体との協働により、その人らしい社会参加の
機会づくりや、広域的・専門的な支援資源の開発に取り組みます。

(3)市町村域での包括的な相談支援体制整備を推進・支援するとともに、実践を担う専
門職としてコミュニティソーシャルワーカーの養成と実践力の向上に取り組みます。

〈取り組み項目〉
①生活福祉資金貸付事業や生活困窮者自立支援事業を通じて、喫緊の生活課題、とりわ

けコロナ禍により生活不安を抱えた方への生活支援を充実する
②市町村社協をはじめ、地域の関係機関と情報共有し、必要な支援や仕組みの創出や拡

充に力を入れる（フードレスキュー、絵本リユース、中間就労、ひきこもり支援、居
住支援等）

③相談支援の実践で見えてきた課題を集約・発信し、市町村域の包括的支援体制の整備
に向けた支援に活かす

【到達目標】
◎地域の関係機関と連携、継続した困窮者支援を展開できる
◎自立促進に向けた貸付利用の増加
◎貸付中債権の計画的な償還及び新型コロナ特例貸付の債権整理

【評価指標】
◇生活困窮支援新規相談者数（R1：330 件→R5：380 件）
◇広域就労準備支援新規相談者数（R1：85 件→ R5：120 件）
◇計画的償還率（R1：76.68%→R5：78%）
◇新規食品提供団体・者（R2：６団体・者→R5：10 団体・者）
◇絵本リユース事業実施社協（R2：17 社協→R5：25 社協）
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２ 地域における権利擁護のシステムづくりと資源開発

(1)市町村社協等と連携し、地域における権利擁護ニーズに対応できる相談・支援体制
づくりを進めます。

(2)地域のニーズや実情をふまえ、適切な圏域での中核機関（※）の整備や、権利擁護
支援ネットワークの構築を推進します。

(3)とりわけ、具体的な実践展開を支える後見人材の養成を進めていきます。

〈取り組み項目〉
①日常生活自立支援事業や成年後見制度利用促進事業（高齢者権利擁護推進事業）を通

じた権利擁護支援のネットワークづくりを推進する
②中核機関の整備や権利擁護ネットワークの構築に着手しやすいノウハウ等を提供す

る
③後見人材の養成に向けた検討と、活動へ向けた環境づくりを進める

【到達目標】
◎身近な地域で権利擁護の相談支援が受けられる体制が整う。

【評価指標】
◇中核機関設置の促進（広域型含む）：３９市町村
◇市民後見人養成講座開講
◇後見監督取組体制の整備

※中核機関：市町村において、権利擁護支援に関わる組織・団体で構成されるネットワークが、４つの機
能（①広報、②相談、③成年後見制度利用促進、④後見人支援）を果たせるように主導する役割を担う
機関。
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◎重点活動方針 Ⅲ

地域の生活課題に対応する新たな活動や仕組みの開発

県社協は、県内の社会福祉法人の連携・協働をさらに進め、制度の狭間にある問題等の解決に
向けた取り組みの充実・強化を図ります。

また、県域の関係団体や多様な主体とのネットワークを広げ、県内の地域課題等に対応する新
たな仕組みの開発等につなげます。

＜推進項目＞

１ 社会福祉法人の連携・協働による取組みの拡充

(1)奈良県社会福祉法人共同事業（まほろば幸いネット）の運営についての検証と、コ
ロナ禍により顕在化した生活課題と社会福祉法人のニーズを踏まえて、再度、実践を
展開します。

(2)社会福祉法人の責務である地域貢献活動をより充実させるために、社協機能を含め
た法人間連携、他業種連携により市町村域・広域において実践を展開します。

〈取り組み項目〉
奈良県社会福祉法人共同事業（まほろば幸いネット）の運営体制の再構築を図り、社会
福祉法人の地域貢献活動を促進する

①運営体制の検証と持続可能な基盤をつくる
②新規取り組みの開発、実践

【到達目標】
◎地域貢献活動の再展開が進む。

地域貢献活動を実践する法人の裾野が広がる。

【評価指標】
◇新たな活動の開発
◇活動財源の確保
◇市町村域・広域での協議の場の増
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２ 地域課題やニーズの集約と多様な協働のテーブルづくり

(1)県社協の持つ協議体機能を活かして、構成団体（市町村社協、県民生児童委員連合
会、福祉施設関係団体、福祉活動団体等）とも連携し、地域の課題やニーズの把握に
努めます。

(2)また、協働の中核として、福祉の枠を超えた多様な団体とつながり、地域の課題や
ニーズを共有し、ともに協議できる場づくりと、具体的な実践を生み出す取り組みを
進めます。

(3)とりわけ、コロナ禍によって増大した生活ニーズに対して、地域福祉実践者として、
役割を果たせるよう検討を進めます。

〈取り組み項目〉
地域共生社会に向けた協働の基盤として、福祉の枠を超えた多様な団体と、自由に意見
交換ができる場（ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ）を設けます。

①地域共生社会推進ラウンドテーブル（仮称）を設置する
②新たな地域課題に対する実践の模索

【到達目標】
◎新たな地域課題に対応する分野を超えた取り組みが展開される。

【評価指標】
◇ラウンドテーブルの設置
◇参画団体の増加
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◎重点活動方針 Ⅳ

地域生活を支える専門性の高い福祉サービスの充実と人材育成・定着支援

県社協は、2040 年を見据え、人口減少・少子高齢化に伴う複合化・複雑化した課題
に対応したサービスを提供できる次世代の人材を育成し、定着を進めます。

また、社会福祉法人が、多様な組織・関係者と連携・協働を図り、地域におけるネッ
トワークの中心となって活動を展開する役割や機能のさらなる充実に向けて支援しま
す。

＜推進項目＞

１ 安心で質の高いサービス提供につながる人材の確保と定着支援

(1)すそ野拡大に向け、多様な人材の参入を促進します。
(2)求職者及び事業所へのきめ細やかなマッチングにより、採用後の定着につながる支

援を強化します。
(3)関係者との連携・協働を図り、県域における総合的な福祉人材確保の中核としての

役割を果たします。

〈取り組み項目〉
①福祉の仕事への関心を高め、多様な人材の参入を促進する
②求職者・求人ニーズに応じたきめ細やかなマッチングにより定着を支援する
③関係者による連携・協働事業を展開し、福祉・介護人材の確保を推進する

【到達目標】
◎福祉人材確保のすそ野が広がり、確保と定着が進む。

【評価指標】
◇新規求人件数のうち、「資格不問」求人件数の率（R2:35.3%→R5:40％）
◇福祉人材センターの紹介者が採用される率（毎年度：80％以上）
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２ 次代を担う人材の育成とキャリア形成・定着支援

(1)事業種別・職種共通の組織力や福祉専門力、地域協働力等を高める研修を実施し、
地域生活を支える福祉・介護人材の育成を図ります。

(2)キャリア形成や「人を育て、人が育つ」組織風土・環境づくりに資する研修を実施
し、福祉・介護人材の定着を支援します。

〈取り組み項目〉
①「キャリアパス対応生涯研修」「人材育成・定着支援研修」等を含む現研修体系を継

続実施する
②研修の質を担保したオンライン研修のさらなる導入を図る

【到達目標】
◎キャリアパス構築に資する研修実施により、福祉・介護人材の育成と定着が進む。

【評価指標】
◇「キャリアパス対応生涯研修受講満足度」（R2：83.3％→R5：90％以上）

３ 社会福祉法人（社会福祉施設等）への支援の充実

(1)各施設種別協議会と連携・協働して課題を共有し、各分野における福祉施設のさら
なる専門性の充実と利用者・家族へのサービス向上を図ります。

〈取り組み項目〉
①各種別協議会の理事会・評議員会、部会、委員会の開催や研究企画等による施設運

営の充実支援を行う
②包括的・複合的な視点、科学的根拠やＩCＴの活用も含めた研究会、職種別研修、

テーマ別研修を実施する

【到達目標】
◎利用者・家族へのサービスが向上する。

福祉施設の専門性が向上する。

【評価指標】
◇現場実践に即した協議会運営会議
◇研修会企画実施（会員加入数）
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◎重点活動方針 Ⅴ

県社協の組織・経営基盤の充実・強化

県社協は、法人の使命や目標を達成するため、経営基盤の充実強化と効率的な業務執
行ができるよう事務局機能の充実強化に取り組みます。

＜推進項目＞

１ 経営基盤の強化と事務局機能の充実

(1)県社協の活動に対する理解の促進と運営の透明性の確保に向け、ICTを活用した広
報や業務改善に取り組みます。

(2)タイムリーな事業活動が展開できるよう、効果的な人員配置と部署を横断した機動
的な連携を進めます。

(3)働き方改革の趣旨に則り、職員の誰もが安心・安定して働くことができ、働きがい
を感じられる就労環境の整備を図ります。

〈取り組み項目〉
①多様なＩＣＴツールの活用とセキュリティ対策を強化する
②テーマ別プロジェクトの編成による事業を展開する
③働き方改革の推進と就労環境の整備を行う

【到達目標】
◎業務の効率化が図られている。

安定した経営基盤が構築されている。

【評価指標】
◇新たなＩＣＴツールの導入
◇テーマ別プロジェクトの稼働
◇就労環境の改善
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２ 事務局組織を支える人材の育成強化

(1)職務・職階に応じた研修体系を整備し、事務局職員のキャリアパス制度を導入しま
す。

(2)職員の勤務意欲の向上と能力開発を目的とする人事評価制度を導入します。
また、職員が職務に必要な資格等を取得できるよう、外部研修の受講等を奨励します。

〈取り組み項目〉
職員育成の仕組みを確立する
①職員研修体系の整備
②キャリアパス制度の導入
③人事評価制度の導入

【到達目標】
◎職員育成システムが整備されている。

【評価指標】
◇職員研修体系の確立
◇キャリアパス制度、人事評価制度の導入

３ 安定した財源確保の取り組み強化

(1)公費補助・委託事業の積極的な確保を図るとともに、公益法人や企業・団体等との
協働型事業の開拓や賛助会員の拡大など、新たな財源確保の取り組みを強化します。

(2)職員のコスト意識を醸成するとともに、財務状況の分析を行い、費用の効率的かつ
効果的な執行を図ります。

〈取り組み項目〉
財源確保の取組強化を図る

①公益法人や企業等との協働型事業の展開に伴う財源を確保する
②賛助会員への加入を促進する
③職員の財務に関する知識の向上を図る

【到達目標】
◎財源が安定的に確保されている。

【評価指標】
◇協働型事業の財源確保
◇自主財源の増加
◇賛助会員数の増加（R2：７→R5：２０）
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Ⅳ 重点活動事業「年次計画」

誰もが参加の機会と役割のある支え合う
地域づくりの推進

１ 支え合う福祉コミュニティづくりの推進

①分野を超えた多様
な「福祉的地域活
動」や、コロナ禍
での新たなつなが
り方を集約・発信
する

令和３年度

実践の共有
・小地域福祉活動サミ

ット
・ポータルサイトの充

実

・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置
・応援ガイドブック作

成
・市町村域のこども食

堂支援体制の整備

・実践の収集

令和４年度

応援企業等拡大

地域活動研究会
（仮称）

令和５年度

事例の共有

②地域の居場所とし
てのこども食堂を
拡充（こども食堂サ
ポート事業）する

③多様な地域活動を
研究し、福祉活動実
践の可能性を広げ
る

重点

活動方針

Ⅰ

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎狭義の「福祉」概

念から脱却し、多
様なつながり合い
・支え合い活動を
広げる。

【評価指標】
◇小地域福祉活動数

（R2→R5：1.2 倍）
◇こども食堂協力企

業数（R2→R5：3
倍）

◇こども食堂のある
自治体数（R2→
R5：39 市町村）

◇多様な活動事例発
信

取り組み項目
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２ 福祉理解の広がりと住民参加の促進

①市町村行政、市町
村社協と連携・協
働し、幅広い世代
のボランティア・
社会貢献活動への
参加促進と、ボラ
ンティア活動等の
活性化支援を行う

令和３年度

・コロナ禍を踏まえた
新たな福祉教育プロ
グラムの共同開発

・福祉学習・ボランテ
ィア学習支援等事業

・県域ボランティアネ
ットワーク支援

・シニア元気フェス
タ・美術展の開催

・介護のお仕事入門研
修

令和４年度

市町村社協との共同実
施・検証

「ふくし」力アップ塾
（仮称）

令和５年度

実践市町村社協の拡大

新たな担い手として活
躍

②福祉やボランティ
アの関心につなが
る多様なきっかけ
づくり（入口デザイ
ン）を試行し、新た
な活動者開拓と活
動支援方策を生み
出す

③高齢者の社会参加
を通じた生きがい・
健康づくりを支援
し、活躍の場を提供
する

３ 地域共生社会の実現へ向けた地域福祉推進体制の充実

①市町村域での地域
福祉推進体制づく
り（重層的支援体制
整備事業等）を支援
し、住民と専門職が
協働する支え合い
のまちづくりの基
盤を整える

令和３年度

・重層的支援体制整備
事業学習会（仮称）
の開催

・地域共生社会へ向け
た市町村域への現場
支援

・地域福祉活動計画策
定支援

・CSW の普及
（養成研修、フォロー

アップ）
・CSW 導入社協の支援

（地域力向上支援事
業）

令和４年度

同事業の好事例の集約
・発信

令和５年度

②市町村域での地域
福祉を推進する専
門職としてのコミ
ュニティソーシャ
ルワーカーの実践
力を向上する

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎新たな若年層～シ

ニア層の福祉・生
活課題の理解者が
増え、多様な地域
活動の実践が広が
る。

【評価指標】
◇コロナ禍を踏まえ

た新福祉教育プロ
グラムモデル実施
（R3→R5：10 社
協実施）

◇「ふくし」力アップ
塾養成者数（R3→
R5：６０名）

◇介護のお仕事入門
研修（R3→R５：
延べ 200 名）

取り組み項目

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎市町村域での分野

を超えた地域福祉
推進体制が構築さ
れる。

【評価指標】
◇重層的支援体制整

備事業の現場支援
（６市町村域）

◇地域福祉活動計画
策定数

（R2→R5：39 市町
村社協）

◇コミュニティソー
シャルワーカー導
入数（R2：６ →
R5：12 市町村
域）

取り組み項目
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４ 災害時に対応できる仕組みの充実

①災害支援活動者を
育成・発掘し、災害
ボランティアの理
解へ向けた情報発
信を行う。コロナ禍
を想定し、県内にて
災害対応できる基
盤整備を行う

令和３年度

・地元で活動できる災
害ボランティア人材
の養成

・災害ボランティア登
録者のフォローアッ
プ研修

・災害ボランティアの
平時・有事の情報発
信の充実

・市町村社協災害ボラ
ンティアセンター運
営体制の強化支援

・災害ボランティア受
援体制整備事業

・連絡会加盟団体との
連携強化・拡充のた
めの研修会等

・情報共有会議訓練

令和４年度

SNS 等発信力強化

ICT 活用の強化

・災害ボランティア受
援体制強化事業(仮)

マニュアル更新
参加団体拡充

令和５年度

②市町村社協に対し、
マニュアル策定、行
政と市町村社協の
協定締結、災害ＶＣ
設置・運営訓練の実
施、ＩＣＴ活用な
ど、コロナ禍を踏ま
えた災害支援体制
を強化する

③奈良防災プラット
フォーム連絡会の
運営を通じ、参画団
体の拡充と、災害支
援連携体制を強化
する

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎平時から顔の見え

る関係ができる。
発災後、県内の団
体同士が連携・協
働し、コロナ禍で
外部支援が望めな
い状況でも県内自
己完結型で災害支
援活動が展開でき
る。

【評価指標】
◇市町村社協の災

害支援マニュア
ル策定、行政と
の協定締結
（R2→R5：
39/39 社協）

◇市町村社協の災
害ボランティア
センター設置・
運営訓練実施。

（R2→R5：
20/39 社協）

◇災害支援ネット
ワーク団体との
情報共有会議訓
練の実施（年 1
回）

◇連携強化・拡充
のための研修会
等実施（年 1
回）

取り組み項目
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暮らしのセーフティネットとしての総合相談・
生活支援活動の推進

１ 包括的な相談支援と地域生活支援の充実

①生活福祉資金貸付
事業や生活困窮者
自立支援事業を通
じて、喫緊の生活課
題、とりわけコロナ
禍により生活不安
を抱えた方への生
活支援を充実する

令和３年度

・コロナ禍で急増した
生活困窮者の就労、
家計改善、住まいの
安定に力を入れる。

・生活福祉資金貸付に
よる自立支援

・コロナ禍でのリモー
ト支援方法やプログ
ラム開発を促進

・ひきこもり等社会的
孤立状態にある方が
参加できる居場所
や、中間的就労の場
や機会を拡充する。

・食品提供協力団体・
者の新規開拓

・個別ケース検討や支
援会議の実施、事例
検討会などを開催し
ていく。

令和４年度 令和５年度

②市町村社協をはじ
め、地域の関係機関
と情報共有し、必要
な支援や仕組みの
創出や拡充に力を
入れる（フードレス
キュー、絵本リユー
ス、中間就労、ひき
こもり支援、居住支
援等）

③相談支援の実践で
見えてきた課題を
集約、発信し、市町
村域の包括的支援
体制の整備に向け
た支援に活かす

重点

活動方針

Ⅱ

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎地域の関係機関

と連携、継続し
た困窮者支援を
展開できる

◎自立促進に向け
た貸付利用の増
加

◎貸付中債権の計
画的な償還及び
新型コロナ特例
貸付の債権整理

【評価指標】
◇生活困窮支援新

規相談者数
（R1：330 件→

R5：380 件）
◇広域就労準備支

援新規相談者数
（R1：85 件→

R5：120 件）
◇計画的償還率
（R1：76.68%→

R5：78%）
◇新規食品提供団

体・者
（R2：６団体・者→

R5：10 団体・者）
◇絵本リユース事

業実施社協
（R2：17 社協→

R5：25 社協）

取り組み項目
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２ 地域における権利擁護のシステムづくりと資源開発

①日常生活自立支援
事業や成年後見制
度利用促進事業（高
齢者権利擁護推進
事業）を通じた権利
擁護支援のネット
ワークづくりを推
進する

令和３年度

・日常生活自立支援事
業専門員配置と個別
相談への同行訪問・
助言

・成年後見制度専門相
談員による制度の普
及・啓発

・広域設置マニュアル
を活用した市町村へ
の働きかけ

・養成プログラムの研
究・検討

・法人後見の拡充
・後見監督の取組の周

知啓発

令和４年度

取組事例の集約

モデル市町村との共同
開催

県域団体連携による着
手法人の支援

令和５年度

取組法人の拡充

②中核機関の整備や
権利擁護ネットワ
ークの構築に着手
しやすいノウハウ
等を提供する

③後見人材の養成に
向けた検討と活動
へ向けた環境づく
りを進める

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎身近な地域で権

利擁護の相談支
援が受けられる
体制が整う

【評価指標】
◇中核機関設置の

促進（広域型含
む）：３９市町
村

◇市民後見人養成
講座開講

◇後見監督取組体
制の整備

取り組み項目
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地域の生活課題に対応する新たな活動や仕組みの開発

１ 社会福祉法人の連携・協働による取組みの拡充

奈良県社会福祉法人
共同事業（まほろば幸
いネット）の運営体制
の再構築を図り、社会
福祉法人の地域貢献
活動を促進する

①運営体制の検証と
持続可能な基盤を
つくる

令和３年度

・運営・実践の検証（法
人ニーズの把握）

・市町村域・広域での協
議の場づくり

令和４年度

取組、財源の検討
・実践

令和５年度

②新規取り組みの開

発、実践

２ 地域課題やニーズの集約と多様な協働のテーブルづくり

地域共生社会に向け
た協働の基盤として、
福祉の枠を超えた多
様な団体と、自由に意
見交換ができる場（ﾗｳ
ﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ）を設ける。

①地域共生社会推進
ラウンドテーブル
（仮称）を設置する

令和３年度

・ラウンドテーブルの
設置

令和４年度

取組の検討・実践

令和５年度

取組検証・定着

②新たな地域課題に
対する実践の模索

重点

活動方針

Ⅲ

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎地域貢献活動の

再展開が進む。
地域貢献活動を
実践する法人の
裾野が広がる。

【評価指標】
◇新たな活動の開

発
◇活動財源の確保
◇市町村域・広域

での協議の場の
増

取り組み項目

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎新たな地域課題に

対応する分野を超
えた取り組みが展
開される。

【評価指標】
◇ラウンドテーブル

の設置
◇参画団体の増加

取り組み項目

相互乗り入れ・連携 協働企画・実施
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地域生活を支える専門性の高い福祉サービスの充実と
人材育成・定着支援

１ 安心で質の高いサービス提供につながる人材の確保と定着支援

①福祉の仕事への関
心を高め、多様な
人材の参入を促進
する

令和３年度

・ターゲットを想定し
た広報・セミナーの
実施

・働きやすい職場づく
りへの事業所支援

・希望や適性に沿った
就職支援

・福祉職デビュー者へ
の定着支援

・関係機関との連携強
化と協働事業の実施

令和４年度

実施検証

令和５年度

実施検証

②求職者・求人ニーズ
に応じたきめ細や
かなマッチングに
より定着を支援す
る

③関係者による連携・
協働事業を展開し、
福祉・介護人材の確
保を推進する

２ 次代を担う人材の育成とキャリア形成・定着支援

①「キャリアパス対応
生涯研修」「人材育
成・定着支援研修」
等を含む現研修体
系を継続実施する

令和３年度

・多様な現場ニーズの
把握

・研修内容や方法の検
討

・福祉研修運営委員会
での協議検討

令和４年度

実施検証

令和５年度

実施検証

②研修の質を担保し
たオンライン研修
のさらなる導入を
図る

重点

活動方針

Ⅳ

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎福祉人材確保のす

そ野が広がり、確
保と定着が進む。

【評価指標】
◇新規求人件数のう

ち、「資格不問」求
人件数の率
(R2:35.3%→
R5:40％）

◇福祉人材センター
の紹介者が採用さ
れる率（毎年度：80
％以上）

取り組み項目

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎キャリアパス構築

に資する研修実施
により、福祉・介護
人材の育成と定着
が進む。

【評価指標】
◇「キャリアパス対

応生涯研修受講満
足度」
(R2：83.3％→
R5：90％以上)

取り組み項目
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３ 社会福祉法人（社会福祉施設等）への支援の充実

①各種別協議会の理
事会・評議員会、
部会、委員会の開
催や研究企画等に
よる施設運営の充
実支援を行う

令和３年度

・各施設の現場実践、
運営全般についての
会議、研究企画の支
援

・包括的・複合的な視点
からの研究会、研修
等の実施支援

令和４年度 令和５年度

②包括的・複合的な視
点、科学的根拠やＩ
CＴの活用も含めた
研究会、職種別研
修、テーマ別研修を
実施する

２
推進項目

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎利用者・家族への

サービスが向上す
る。
福祉施設の専門
性が向上する。

【評価指標】
◇現場実践に即した

協議会運営会議
◇研修会企画実施

（会員加入数）

取り組み項目
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県社協の組織・経営基盤の充実・強化

１ 経営基盤の強化と事務局機能の充実

①多様なＩＣＴツー
ルの活用とセキュ
リティ対策を強化
する

令和３年度

・ＩＣＴツールの研究
・活用

・プロジェクト編成・展
開

・衛生管理体制の構築・
諸規程の改正

令和４年度

（ｾｷｭﾘﾃｨ強化）

（新テーマの検討）

令和５年度

（効果分析）

②テーマ別プロジェ
クトの編成による
事業を展開する

③働き方改革の推進
と就労環境の整備
を行う

２ 事務局組織を支える人材の育成強化

職員育成の仕組みを
確立する
①職員研修体系の整

備

令和３年度

・職員研修体系整備

・キャリアパス制度の
設計

・試行結果の分析
・評価者研修の実施

令和４年度

体系に基づく職員育成

導入

（導入基盤の構築）

令和５年度

（本格導入）

②キャリアパス制度
の導入

③人事評価制度の導   
入

重点

活動方針

Ⅴ

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎業務の効率化が図

られている。
安定した経営基盤
が構築されてい
る。

【評価指標】
◇新たなＩＣＴツー

ルの導入
◇テーマ別プロジェ

クトの稼働
◇就労環境の改善

取り組み項目

到達目標/評価指標

【評価指標】

◎職員育成システム
が整備されてい
る。

【評価指標】
◇職員研修体系の確

立
◇キャリアパス制

度、人事評価制度
の導入

取り組み項目
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３ 安定した財源確保の取り組み強化

財源確保の取組強
化を図る

①公益法人や企業等
との協働型事業の
展開に伴う財源を
確保する

令和３年度

・協働型事業の企画

・賛助会員の拡大

・職員研修への財務関
連科目の設定

令和４年度

（事業展開）

    
（参画）

令和５年度

（検証）

②賛助会員への加入
を促進する

③職員の財務に関す
る知識の向上を図
る

到達目標/評価指標

【評価指標】
◎財源が安定的に確

保されている。

【評価指標】
◇協働型事業の財源

確保
◇自主財源の増加
◇賛助会員数の増加
（R2：７→R5：

２０）

取り組み項目
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Ｖ 第６次活動推進計画の進捗状況（概況）

平成３０年度から令和２年度までの３カ年で計画に基づき実施してきた活動・事業について、
「進捗・達成度」及び「第７次活動推進計画に向けての視点」で検討しました。

  

Ⅰ 誰もが参加の機会と役割のある支え合う地域づくりの推進

[進捗・達成度](抜粋)
●身近な地域での支え合い活動（小地域福祉活動）が充実・発展するよう、実践ノウハウの提

供や支援を行いました。また、こども食堂の輪が広がりました。
(サロン等の取組：1,717団体、こども食堂：64団体)

●県との共同により、地域福祉推進へ向けた市町村域の体制整備や地域福祉活動計画策定への
支援を行いました。また、地域の福祉力を高めるために、地域を支援する職員(コミュニティ
ワーカー）の育成に取り組みました。
(計画策定済：25社協、実践研修修了者：延べ138名)

●市町村社協の災害マニュアル策定や災害訓練等、災害時の受援体制づくりを支援しました。
また、県域の災害支援ネットワークとの協働事業により、平時からの連携強化を図りまし
た。
(災害マニュアル策定済：22社協)

[課題]
○こどもから高齢者まで、あらゆる世代が地域活動に関心を寄せ、時代に合った活動に参加で

きる活況づくりをさらに進める必要があります。
○地域共生社会の実現に向けて、重層的支援体制整備事業等、市町村域での地域福祉の施策化

を推進していく必要があります。
○市町村社協の災害マニュアル策定をさらに促進するとともに、多様な主体がつながり、連携

・協働できる災害時の体制整備を、市町村域・県域で進める必要があります。

Ⅱ 暮らしのセーフティネットとしての総合相談・生活支援活動の推進

[進捗・達成度](抜粋)
●市町村社協と連携し、生活に困窮されている世帯等に対して相談支援を行い、自立に向けた

生活支援を実施しました。とりわけ新型コロナウイルスの影響により経済的な困窮に陥った
多くの方への相談支援を行いました。
(R2.12末生活困窮者相談件数：1,283件、R2.12末緊急小口等特例貸付件数：13,691件)

●身近な地域で権利擁護ニーズに対応できる権利擁護システムの整備をめざし、資源づくりに
向けた支援を行うとともに、広域での体制整備へ向けた検討の場づくりに着手しました。
(法人後見実施法人数:10法人、法人後見従事者研修修了者:57名、広域体制整備検討:2圏域)

[課題]
○生活困窮者支援や生活福祉資金貸付等の相談支援を通して、市町村社協や様々な関係機関等

と連携・協働し、市町村域での包括的な相談支援体制を強化する必要があります。
○身近な地域で権利擁護ニーズに対応できる相談支援体制が整備されるよう、自治体への働き

かけがさらに必要である。また、郡部が多い地域特性を踏まえ、広域での体制整備を促進
し、地域差の解消に取り組む必要があります。

○具体的な実践展開支える後見人材の養成を進める必要があります。
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Ⅲ 地域の生活課題に対応する新たな活動やしくみの開発

[進捗・達成度](抜粋)
●県内社会福祉法人の連携・協働により、社会的孤立や引きこもりなど、制度の狭間の問題等

に対応するため「まほろば幸いネット（奈良県社会福祉法人共同事業）」による取り組みを
進めました。
(会員法人：90法人)

●新たに「社会福祉法人による後見的支援の取り組み」をテーマに研究会を発足し、後見的支
援のあり方等について検討を行いました。
(研究会開催：延べ8回)

●大規模災害発生時に福祉専門職等が連携して、災害時要配慮者への福祉的支援を行うため
「奈良県災害福祉支援ネットワーク」を発足しました。また、要配慮者の支援を担う人材
（奈良県災害派遣福祉チーム員）を養成しました。
(ネットワーク構成団体：19団体、チーム員養成数：127名)

[課題]
○「まほろば幸いネット（奈良県社会福祉法人共同事業）」会員法人が主体的に取り組めるテ

ーマの開発を行うとともに、圏域の課題やニーズに対して、市町村社協や多様な団体・企業
等とも連携した実践の促進を図る必要があります。

○「奈良県災害派遣福祉チーム員」の実践力の強化を図るとともに、関係者や広く県民等への
理解促進を図るが必要があります。

○福祉の枠を超えた多様な団体等とつながり、地域の課題やニーズを共有し、ともに協議でき
る場づくりと具体的な実践を生み出す取り組みを推進していく必要があります。

Ⅳ 地域生活を支える専門性の高い福祉サービスの充実と人材の育成

[進捗・達成度](抜粋)
●多様な広報媒体の活用や他機関との連携等により、福祉人材確保の取り組みを強化するとと

もに、きめ細やかなマッチングにより、全国で高水準の紹介採用率と高い定着率を維持しま
した。また、新たに奈良県保育人材バンクを立ち上げ、子育て分野への就職支援に取り組み
ました。
(新規求職者登録者数：861名、紹介採用率：85.0％、採用6ヶ月後の定着率：79.0％)

●現場ニーズに即して、キャリアパス対応生涯研修や目的別研修等の研修体系を充実し、キャ
リア形成と職場定着の支援を図りました。
(キャリアパス対応生涯研修受講満足度：83.3％)

●各種別協議会の理事会・部会・委員会等で、現場実践での課題等を整理、その対策について
の研究事業や研修会を開催しました。

[課題]
○総合的な就職支援体制の構築に伴い、安心かつ安定したサービスの提供につながるよう、引

き続き、多様な人材の参入促進と潜在人材の掘り起こし、就業後の定着支援を図ります。
○福祉・介護人材の組織力、福祉専門力や地域協働力を高める研修を実施し、キャリア形成・

定着につながる支援を行います。また、研修の質を担保したオンライン研修の充実を図る必
要があります。

○社会福祉法人制度改革に伴い、より包括的・複合的な視点やＩＴＣの活用も含め、各分野の
さらなる利用者サービスの向上を図るため、各種別協議会と連携・協働した取り組みを強化
する必要があります。
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Ⅵ 第５ 次活動推進計画策定委員会 委員名簿

Ⅴ 県社協の組織・経営基盤の充実・強化

[進捗・達成度](抜粋)
●改正社会福祉法に対応し、理事会・評議員会等の開催を通じて適正な法人運営を図りまし

た。また、監事監査をもとに、事業執行に係る確認体制の強化を図りました。
●新規事業の受託等に伴う人員・組織体制の整備を図るとともに、民間企業や団体との協働を

促進しました。また、社会情勢や地域福祉課題に即した事業の創出と新規プロジェクトの立
ち上げに取り組みました。

●職員の能力開発を図るためのキャリアパス制度と人事評価制度の導入の検討を行いました。
人事評価制度については、本格的な導入に向けて試行的に実施しました。

●公募型プロポーザルへの事業提案により、公費補助・委託事業を積極的に受託し、継続した
財源確保を図りました。また、賛助会員規程を整備するとともに、民間団体からの助成や寄
付の受け入れなどにより、新たな活動財源の確保に努めました。

[課題]
○県社協の組織経営の充実を目指して、より効率的・効果的な業務執行が行えるよう事務局機

能の強化を図ります。
○次代を担う組織の基盤づくりに向けて、職員の育成や能力開発の仕組みの充実と安心して働

ける環境づくりを促進します。
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第７次活動推進計画策定委員会 委員名簿

令和３年３月現在

区  分
     

氏 名（敬称略） 所 属（役職）

県社協理事    辻村 泰範    奈良県社会福祉協議会 副会長

学識経験者 永田 祐 同志社大学社会学部社会福祉学科 教授

施設関係者
   

植田 誠     奈良県老人福祉施設協議会 会長

施設関係者    栗木 裕幸     奈良県保育協議会 会長

施設関係者    宮﨑 勇二 奈良県心身障害者施設連盟 会長

市町村社協関係者    福井 重忠  奈良市社会福祉協議会 会長

民生児童委員関係者    小西 満州男   奈良県民生児童委員連合会 会長

市民活動団体    橋本 侑子    奈良県ボランティア連絡協議会 会長

関係行政    松山  善之  奈良県福祉医療部地域福祉課 課長

県社協理事    中  幸司    奈良県社会福祉協議会 常務理事
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               社会福祉法人奈良県社会福祉協議会
              〒634-0061 奈良県橿原市大久保町３２０番１１
               TEL0744-29-0100 FAX0744-29-0101
                 https:/www.nara-shakyo.jp

一人ひとりが大切にされ

ともに支え合うまちをめざして


